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　ただし，在宅サービスの内「福祉用具購入

費・住宅改修費」と施設サービスの内「食費・

居住費」の費用は除かれます。

　申請手続きに必要なもの（申請は本庁介護給

付係，支所福祉介護係で受け付けます。）

・介護保険証

・印鑑

・振込先金融機関の支店・口座番号が確認でき

　るもの（郵便貯金を除く）

利用者負担段階区分

生活保護受給者・住民

税世帯非課税の老齢福

祉年金受給者
個人

　１５，０００円住民税世帯非課税であ

って、課税年金収入額

と合計所得金額の合計

が８０万円以下の方

住民税世帯非課税で上

記２以外の方
２４，６００円

住民税課税世帯の方 ３７，２００円

利用者負担の上限額

　　（世帯合計）

１

２

３

４

すこやか長寿課　介護給付係　　 内線 2174

■介護保険高額介護サービス費について

　介護保険のサービスを利用して１割の利用者

負担（同じ世帯の利用者負担金は合算できま

す）が高額になり，一定額を超えた場合，申請

により超えた部分が「高額介護サービス費」と

して後から支給されます。

すこやか長寿課　高齢者ふれあい係　　内線 2171

■敬老祝い金（商品券）の支給について

　町では，８０歳到達者と９０歳到達者に，長

寿を祝福するとともにこれからの益々のご健勝

を祈念して敬老商品券をお贈りいたします。

　敬老商品券は、各地区で開催されます敬老行

事の受付でお渡しします。詳細については公民

会長を通じて有線放送等でお知らせします。

　この商品券は、町内のお店や事業所で使用す

ることが出来ます。

※一部事業所において取扱をしないところがあ

りますので事前にご確認ください。

【対象者】

　９月３０日現在で，８０歳到達者

　大正１５年１０月１日～昭和２年９月３０日生

　９月３０日現在で，９０歳到達者

　大正５年１０月１日～大正６年９月３０日生

【敬老商品券の額】

　８０歳到達者　　　５，０００円

　９０歳到達者　　２０，０００円

詳細については，下記にお問い合わせください。

すこやか長寿課高齢者ふれあい係

　　　　　　　　　内線２１７１

鶴田総合支所町民福祉課福祉介護係

　　　　　　　　　内線４１１３

薩摩総合支所町民福祉課福祉介護係

　　　　　　　　　内線６１２２

取り寄せるか社会保険庁ホームページからプリ

ントアウトして提出（郵送）することとなりま

す。

※手続きから支払いまでの期間は概ね２～３か

月程度です。お支払いの前に，審査結果・振込

などをお知らせします。

４．問い合わせ先

　　　川内社会保険事務所　 22-5276

　　　ねんきんダイヤル　　 0570-05-1165

　    社会保険庁ホームページ　
http://www.sia.go.jp/


